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▶管理監督者自身のケア
　これまでに記載のとおり、職場におけるメンタルヘルス対策において、管理監督者には様々
な役割が求められているため、そもそも管理監督者自身の心身が健康でなければ、職場のメン
タルヘルス対策も十分機能しない。
　事前アンケート結果において、あくまで担当者の所感であることに留意が必要ではあるが、
メンタルヘルス不調理由として考えられるものについて「異動・昇任」との回答が 20 団体と最
も多く、具体的には「プレイヤーからマネジメント側に職責が変わったこと」や「畑違いの部
署への異動」などが理由ではないかと挙げられていた。また、多くの担当者が「異動・昇任」
後 3 か月以内に不調になると考えられると回答しているように、異動（キャリア・トランジショ
ンの 1 つ）のタイミングは、心身の負担が大きくなるため、異動後できるだけ早期のタイミン
グでの研修会の開催やリーフレットの配付等の周知の実施が効果的である。
　今回の現地開催では、管理監督者自身のケアを図るため、新任係長への臨床心理士による面
談、セルフケアのリーフレット配付などの取組についても紹介があった。（参考 7 参照）
　なお、本研究会において、管理監督者のメンタルヘルス対策に関する理解を高めるため、多
忙な職員でも簡単に見ることができるようなリーフレットを作成したので、必要に応じて活用
いただきたい。（参考 8 参照）

（参考 7）栃木県宇都宮市の管理監督者への支援（栃木県宇都宮市発表資料抜粋）
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（参考 8）管理監督者のメンタルヘルス対策に関するリーフレット

管理監督者自身のメンタルヘルス対策

•仕事でのミスや失敗

•仕事の質的・量的変化

•不祥事の発生

•上司と部下との板挟み

•デジタル化への不適応

•住民からの訴訟

•畑違いの部署への異動

•災害対応

•病気や怪我など自身の

体調不良

•家族の病気や介護

•子の育児や進学

•交際相手や配偶者との

トラブル

•引っ越しや近所との

トラブルなど住環境問題

•金銭問題

最近こんなことが起こっていませんか？

管理監督者のストレスはこんな特徴があります
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仕事がより高度な内容へと変化するとともに、部下や
後輩の業務管理といった管理監督業務も増えるため、
仕事の質的変化がストレスの要因となります。また、
上司と部下との板挟みとなり、人間関係でのストレス
も増加しやすくなります。

３０代

４０代

50歳を超えると管理監督業務の割合が高まり、職場に
おける役割の変化が生じます。また、身体機能の衰え
や不調が増えてきます。こうした変化に加え、若年層
職員とのジェネレーションギャップや子の進学や自立、
親の介護などの職場外での変化もストレスの要因とな
ります。
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ストレスに気づくには？
ン
タ
ル

ストレスをうまくコントロールしましょう

ストレスに気づくには？

気づきやすい身体的変化

よく眠れない

イライラする

頭痛・腰痛がする

手や足の裏に汗をかく

食欲がなくなる

飲酒・喫煙が増える

胃腸の調子が悪い

動悸がする

気が遠くなる

ストレスチェックを活用

ストレスチェックを定期的に受
けることで自らのストレス状態
を確認するとともに、表面化し
にくいメンタルヘルス不調に気
づくきっかけとなるため、心の
不調を未然に防ぐことができま
す。

食事と睡眠

十分な睡眠時間の確保と１日３食のバランスのとれた食事が理想です。ま
ずは日中に眠気を感じない程度の睡眠や朝食を摂る、野菜の摂取、夕食は
就寝２時間前までに摂ることなどから始めましょう。

休息と運動

趣味を満喫したり、休暇を取得するなどしっかりとオフの時間を作りま
しょう。また、昼休みに散歩をしたり、階段を使うなど適度な運動を継続
することもストレス対策となります。呼吸法やストレッチなど自分に合っ
た対処法を見つけましょう。

す。
高ストレス高ストレスと判定されたら
まずは相談まずは相談しましょう。

※表面の連携先やあなた自身の上司へ
相談してみましょう。

令和６年度地方公務員のメンタルヘルス対策の推進に関する研究会
地方公務員災害補償基金

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会
総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室
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組織におけるラインケア＜管理監督者＞

部下の様子が

いつもと違う
気づき

タイミング

環境に

注意
声かけ

表情や姿勢
などを意識

傾聴
適切な
連携先へ連携

こんなサインがでていませんか？

心身の
状態

顔色が悪い
肌が急に荒れた
身だしなみが乱れた
不眠・頭痛・食欲不振・
疲労感・急に痩せた

仕事
ミスが増えた
同僚とのトラブルや苦情が
増えた
効率が落ちた

勤怠
遅刻・早退・欠勤が増えた
無断欠勤
当日休
不自然な残業

こんなことに気をつけましょう

タイミング
残業明け・休日明け
周囲に人がいない時
帰宅前

雰囲気
環境

個室
開放的な空間
ハの字型に座る
背筋を伸ばす
腕組みはしない
こちらの映像を映す
（オンライン時）

こんな姿勢で聴きましょう

聴き役
相手の話を遮らない
助言・説教・注意NG
なぐさめも要注意

肯定
先入観は大敵
いったんすべて受け入れる
よいところを見つけてほめ
る

共感
経験や先入観は不要
相手の気持ちを決めつけ
ない

相手の
気持ちを
整理

相手の気持ち、行動とそ
の背景に焦点をあて、
肯定的な関心を持って質
問をする

こんな時の連携先はこちら

部下に相談されたが
対応に悩んでいる
本人が医療機関を
受診しない
セルフケアを促したい
希死念慮を語った

産業保健スタッフ

あなたが受診要否を
判断しない
まずは産業保健
スタッフに相談

医療機関

緊急性がある
１人暮らしをしていて
頼れる相手がいない

家族

守秘義務・プライバシーに注意！

いつもと違う などを意識

こんな姿勢で聴きましょう

部下の変化にいち早く気づくことができる環境を作りましょう
管理監督者は、同じ職場で仕事をしている部下の変化に気づくことができる重要なポジションです。
いち早く部下の変化に気づくために、日頃の部下の様子を観察・把握しておきましょう。
あいさつや声かけなどで定期的なコミュニケーションをとるとともに座席配置などを工夫して風通しのよい環境を作るこ

とで変化に気づきやすい職場となります。

令和６年度地方公務員のメンタルヘルス対策の推進に関する研究会
地方公務員災害補償基金

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会
総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室

あなたが職場のメンタルヘルスケアのキーパーソンです！

（総務省ホームページに加工できるデータを掲載	
⇒ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/koumuin_seido/anzen_koumu_mhr6.html）
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3　対応策のポイント

　今回の現地開催で得られた意見や課題等を踏まえると、以下の 4 点がポイントとして挙げら
れる。

▶① 相談窓口の明確化
　職員自身にメンタルヘルス対策の取組を認識してもらう必要がある。そのためには、研修会
の開催やリーフレットの配付等を通じて、相談窓口を明確化した上で職員と産業保健スタッフ
との距離を近づけ、職員にとって身近な取組とすることが重要である。

▶② 職場内ネットワークの構築
　職員同士が気軽に交流し、必要に応じて周りの職員がフォローできる環境整備が必要である。
そのためには、メンター制度や、職員同士が気軽に集まれる場の提供など、職員が相談しやす
い環境をつくることが重要である。

▶③ 管理監督者の役割の明確化
　職場における職員が相談しやすい環境づくりには、管理監督者の協力が必要である。そのた
めには、研修会の開催等を通じて、管理監督者にラインケアにおける自身の役割を認識しても
らうことが重要である。

▶④ マニュアル等の整備
　メンタルヘルス対策を全庁的・継続的かつ有機的な取組とするためにも、マニュアル等の整
備が必要である。メンタルヘルス対策に関する計画の策定等を通じて、組織のトップである知
事・市町村長等のリーダーシップの下、人事担当部局のみならず各部局、職場内外の医師、産
業保健スタッフ等が有機的に連携した全庁的な体制を確保し、メンタルヘルス不調の予防から
再発防止までの各段階に応じて、計画的かつ継続的に対応することが重要である。
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第 3 章　今後の方向性

1　研究会の現地開催

　研究会の現地開催では、特に町村や一部事務組合等の規模が小さい団体では、メンタルヘル
ス対策を専門に扱っている部署がなく、総務課の職員がいくつもの業務を抱えているなか、メ
ンタルヘルス対策業務も担っており、対応に苦慮している等の声が挙がった。
　今年度の現地開催事後アンケート結果では、現地開催について参加者から概ね好評価を得て
おり、近隣で活用できる外部専門家の情報を共有したり、近隣の団体がどういった手法を実施
しているかを確認したりするなど、地方公共団体間の情報共有の場としても一定の成果があっ
たものと考えられるため、引き続き現地開催は有効であろう。なお、今後すべての都道府県に
おいて研究会の現地開催を行うことは現実的ではないため、地方公共団体間の情報共有の場の
設定については、研究会の現地開催とは別に推進していくことが重要である。これには都道府
県の協力が必要であるが、開催にあたっては研究会委員等を派遣し、メンタルヘルス対策のア
ドバイスやサポートを行うといった支援策を試行的に行うことなどが考えられる。
　また、現地開催に併せ、計画未策定団体に赴き、計画策定に至らない原因を把握し、これら
の解決策を整理のうえ横展開していくことも計画策定の推進に有効ではないかと考える。今後
は、この横展開とともに、計画未策定団体に研究会委員等を派遣し、計画策定のサポートを行
うといった支援策を講じることも考えられる。
　なお、現地開催にあたっては、メンタルヘルス対策には人事担当部局の理解も必要なため、
安全衛生担当部局だけでなく、人事担当部局や保健師等の職場内産業保健スタッフも関わる形
式にするのが有効であろう。

2　人材確保・人材育成

　現地開催では、産業医や保健師等も多忙であり、職場内産業保健スタッフだけでは対応が困
難との意見があった。特に小規模団体では、メンタルヘルス対策を講じるにあたって専門の部
署を設け、専門職を確保するなど必要な体制を構築することがそもそも困難であるとの声もあっ
た。今後の研究会では、保健師や産業医等の専門職を必要な地域に派遣する仕組みや、地域で
頼れる専門家を紹介する体制の整備といった国、地方公共団体間の連携を通じた人材確保策に
ついて、検討を進めていくことが重要である。
　例えば、専門人材の確保について先進的な取組を行っている団体に赴き、具体的な進め方な
どを聴取し、他の団体でも活用できるようなモデルを作成し、横展開していくことが有効では
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ないか。
　また、産業医を専属で抱えている地方公共団体は少数であり、多くの団体では産業医は嘱託
であり、必ずしも公務職場に精通している訳ではないという声も挙がっている。それぞれの地
方公共団体においては、定期的な職場巡視やメンタルヘルス対策関連事業の企画段階から産業
医に意見を求めるなど、日常的に職員に関心を持ってもらうような工夫が重要である。公務職
場特有の事情について産業医等の専門職にも認識してもらうための研修会の開催や産業医間で
の情報交換の場の構築など産業保健スタッフの質向上に向けた方策についても検討を進めてい
くことが重要である。

3　復職支援

　このほか、現地開催では復職支援について苦慮している声が多く挙がった。国家公務員に対
する取組 4 や地方公共団体における効果的な取組等を収集し地方公共団体に横展開するなどの支
援策を講じていくことが重要である。

4	 人事院において、職場復帰支援手法を令和 7 年度中に各府省に提供するとされている。
	 「近年、心の健康に起因した長期病休者数は増加傾向にある。心の健康の問題については未然防止や早期発見・早期

対処に加え、長期病休者の円滑な職場復帰及び再発防止も肝要である。そこで、より実践的な職場復帰支援手法を令
和 7 年度に各府省に提供する。」（令和 6 年 8 月 8 日人事院「公務員人事管理に関する報告」）


